
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１９年６月３０日               NO,６１２ 

 

     根利の奇應丸 

 根利の奇應丸は、江戸時代に「日本 

三大奇應丸」（江戸の長寿堂、大阪の 

樋屋と根利の奇應丸）の一つに数えら 

れた家伝薬で、寛永１３年（１６３６） 

に創業しました。 

 奇應丸については、江戸時代の初期 

に根利に一人の旅僧が訪れ、一夜の宿 

を求めましたが、身なりがみすぼらしかったことから泊める

家はなく、小林七郎兵衛の家が僧を快く泊めました。 

 翌朝、僧が出立する前に一晩泊めてもらったお礼にと、薬

の製法を細かく教えていったと伝えられています。 

 この薬を伝えた旅の僧は、戦国時代から江戸時代初期にか

けての名医と伝えられている永田徳本（ながたとくほん）だ

ったという説もあります。 

 小林家には、薬草か毒草かを見分けるため草を口にくわえ

ている中国の神話に登場する薬草の神様で、像高３３㌢の       

「神農像」の木像  

（写真上）や薬を

処方する時に使わ

れた道具類や薬袋

（写真左）が今も

残されています。 
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 大東議員は一般質問で、５月にオープンしたテラス沼田の市役所の課に

よっては場所がわかりづらいことや１階は風が吹き抜けるなどの問題点            

を指摘し、早急に改善するよう求めました。 

   市長は、「全職員に改善すべき点や要望に

ついて意見を募った。改善にむけて調整をす

すめている」と答えました。 

   入居がされなかった場所について市長は、

「７月中に出店者を決めたい」と答えました。 

 

 上原町では昨年度から月に１度、上原町区民館で様々

なテーマで「おもしろ学習塾」が開かれています。 

 今年度３回目となる６月の「おもしろ学習塾」では、

「真田信之ってどんな人」（講師 田辺武氏）と「薬の話

あれこれ」（講師 松本博之氏 

）の講座が開かれました。 

 ４回目は７月２７日、午後１ 

時３０分から「熱中症対策と 

は」と「森林文化都市沼田」 

をテーマに開かれる予定です。 

 大東議員と後援会は２１日、参議院選挙で消費税増税

や年金問題などくらしの不安をなくし、日本共産党の「く

らしに希望を」３つのプランを街頭から訴えました。 

               大東議員は、大企業に

中小企業並みの税負担を

してもらうだけで４兆円

の財源を生み出せること

などを示し、参議院選挙

で国民のくらしと社会保

障を支える政治に変えよ

うとよびかけました。 

 ６月定例市議会の最終日（１４日）に大島崇行議員（議会運営委員長）

が提出者となり、「新たな過疎対策法の制定に関する意見書案」が提出され、

全会一致で可決されました。 

 意見書案では、現行の「過疎地域自立促進特別措置法」が令和３年３月

末で失効することから、引きつづき総合的な過疎対策を充実強化させてい

くことが必要であるとし、新たな過疎対策法の制定を要望しています。 

 

 

 

 

 

 沼田市では１１人の人権擁護委員が法務大臣から委嘱を受けています

が、１人が任期満了となるため市長から新しい人が議会最終日（１４日）

に推薦され、議会は全会一致で同意しました。  

新しい人権擁護委員 塚越 隆二氏（新町） 


